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　2024年3月12日、参議院総務委員会において、広田一参議院議員（徳島・高知県選挙区）が６月
議会における条例化と１月に遡及した手当支給について、地方自治法の会計年度に関する解釈な
どの質疑を行い、総務副大臣から答弁がありました。
 
　要旨は、
 
　問　災害応急作業等手当については、３月議会に間に合わない自治体が多いと聞くが、６月議
会で条例化した場合、１月に遡って支給することに地方自治法上の疑義はあるか。
　答　１月に遡って支給することを定めてあれば、６月議会での条例化であっても2024度予算に
より支給することは法律上可能である。
 
　となりますが、消防職員の緊急消防援助隊にかかる手当支給に関しても質疑がされていますの
で、併せて添付の速記録（未定稿）をご確認ください。
 

※添付の参議院総務委員会議事速報は、現時点では未定稿です。機関紙等への掲載はご遠慮いた
だきますようよろしくお願いします。正式な議事録は、後日、参議院のホームページにて公開さ
れるものをご参照ください。
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